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はじめに
鎖国政策を続けた江戸時代。長崎県の出島が日本と外国とを結ぶ唯一の港でしたが、幕末の1854年（安

政元年）に結ばれた日米和親条約を皮切りに、我が国は諸外国に対し次々に港を開きました。
1859年（安政6年）の開港と同時に、長崎、横浜及び箱館（函館）の港に『運上所』が設けられ、運上事

務（現在の税関業務）及び外交事務を取り扱うことになりました。これが税関の前身です。
その後、全国の運上所は1872年（明治５年）11月28日に『税関』と呼称が統一され、これに伴い、横浜

税関が正式に誕生しました。
横浜税関は『税関』の発足時から、我が国の貿易を支え、経済の健全な発展と安全・安心な国民生活の実

現に寄与しています。
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「ご当地カスタム君」は税関
のイメージキャラクター「カ
スタム君」と横浜税関管内の
シンボル・名産品等をコラボ
させたイラストで、職員がデ
ザインしました。
プロフィールはこちらから↓

ご当地カスタム君（横浜税関）

税 関 旗（1892年制定）

青が「海と空」、白が「陸地」を
表し、その接点に税関があること
を意味しており、税関の各官署や
監視艇に掲げられています。

税関ロゴマーク（2007年策定）

航空機、船、ゲート(門)を組み合わ
せて「関」の字を表しています。
また、ゲート(門)の中の「秤」は公
平を「鍵」は保全を意味し、税関
の役割りを図で表現するとともに
３つの桜が税関の使命(安全・安心
な社会の実現、適正かつ公平な課
税、貿易の円滑化)を示しています。

カスタム君

税関のイメージキャラクター
「カスタム君」は、麻薬探知犬
（ラブラドール・レトリバー）が
モデルになっています。



横浜税関本関庁舎のご紹介

税関の管轄・機構

横浜税関の誕生以降では三代目となる現在の本関庁舎は、1934年（昭和９年）に創建されました。2003
年（平成15年）には、建物の老朽化などに伴い大規模な改修が行われましたが、横浜港の発展を見守り続
けてきた歴史的建造物として、その外観は創建当時の姿のまま保全されています。
建物の最大の特徴となっているイスラム風の塔屋は、クイーンと称され、神奈川県庁本庁舎（キング）、横
浜市開港記念会館（ジャック）とともに『横浜三塔』の愛称で親しまれています。

税関は財務省に属する行政機関で、全国を９つ
の地域に分けて管轄しています。
横浜税関の管轄は、神奈川県のほか、宮城県、
福島県、茨城県、栃木県、千葉県（東京税関の
管轄に属する成田市などを除く。）の６県に及
んでいます。
管轄内には、国際コンテナ戦略港湾に指定され
た横浜港・川崎港をはじめ日本有数の工業港で
ある千葉港、鹿島港や東北の海と空のゲート
ウェイである仙台塩釜港・仙台空港など、11の
開港と３つの税関空港が設置されています。

税関の管轄区域

沖縄地区税関

函館税関

横浜税関
東京税関

大阪税関
名古屋税関

神戸税関
門司税関

長崎税関

横浜税関本関庁舎(クイーン)

横浜税関の管轄区域・機構

【本関】
総務部
監視部
業務部
調査部

【本関出張所】
■ 宇都宮出張所
■ 大黒埠頭出張所
■ 本牧埠頭出張所
■ 川崎外郵出張所

★ 本関出張関
■ 本関出張所 (4)
■ 支関出張署 (7)
■ 支署出張所 (10)
■ 支署監視署 (2)

神奈川県庁本庁舎(キング) 横浜市開港記念会館(ジャック)
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税関の使命

安全・安心な社会の実現

税関では、国民生活の安全・安心を守り、我が国の経済・社会秩序を維持するため、覚醒剤・麻
薬・銃器等の社会悪物品、爆発物等のテロ関連物資、偽ブランド・海賊版等の知的財産侵害物
品などを水際で取締っています。

適正かつ公平な関税等の徴収

令和3年度に税関が収納した関税・消費税等は約11.2兆円と、国税収入の約15.5％に相当す
る額の関税等を徴収する重要な歳入官庁となっています。
税関は、品目分類・関税評価等に関する適切な事前教示、通関後の事後調査等の実施を通じ
て適正かつ公平な関税等の徴収に努めています。

貿易円滑化の推進

税関では、国際物流の飛躍的な増加等を背景に、貿易のセキュリティ確保と円滑化の両立を図
るためのＡＥＯ制度の実施に努めています。また、申告官署の自由化や輸出入通関関係書類の
電子化・ペーパーレス化も図りながら貿易の円滑化に取り組んでいます。

貿易の第一線に立つ税関は、時代の変化を先取りし、以下の３つの使命を掲げ、海外の税関や国内
外の関係機関などと連携・協力しながら適正な行政運営に取り組んでいます。
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税関行政の中長期ビジョン 「スマート税関構想2020」
税関は、2020年6月に「世界最先端の税関」（スマート税関）を目指して、「スマート税関構想
2020」を発表した後、2022年11月に「スマート税関の実現に向けたアクションプラン2022」を
公表しました。

Multiple-Access
（パートナーシップ強化）

Technology&Talent 
（先端技術の活用と人材育成）

Solution（利便性の向上）

４つキーワードの頭文字をとって「 」ＳＭＡＲＴ

税関手続の一層のデジタル化

相談対応の利便性の更なる向上

・入国旅客に係る税関手続のデジタル化
・ 納税のキャッシュレス化

・税関チャットボットによる相談対応

関係機関・事業者との更なる連携
・貿易関係の業界団体等との意見交換

Resilience （しなやかで頼もしい税関へ）

災害等非常時に強いシステムの導入

海岸線等の監視取締りにおける先端技術の活用

・テレワーク環境の整備

・ドローンを導入し検証開始

先端技術の積極的な導入･利活用
・AIによるX線画像審査支援
・RPAの活用・他国税関との連携

スマート税関の実現に向けた施策の主な進捗



安全・安心な社会の実現

覚醒剤、大麻、危険ドラッグや拳銃等の社会悪物品の密輸は国民生活の安全や健康に重大な
影響を及ぼします。また、不正な手段による貿易は、正常な経済活動を阻害するだけでなく、
我が国の国際的な信用にも影響を及ぼすことに繋がります。税関では、社会の安全を守り、経
済秩序を維持するため、海港や空港等の水際で昼夜を問わず取締りを行っています。さらに、
国際郵便路線を利用した密輸阻止にも全力を挙げて取り組んでいます。

社会悪物品の水際取締り

客船旅客の携帯品検査

外国貿易船乗組員の検問

麻薬探知犬のご紹介
麻薬探知犬は、覚醒剤、麻薬等の国内への流入を阻止するため、昭和54年に東京税関に導入
され成田空港で活動を開始しました。1991年（平成3年）には横浜税関にも導入され、これ
まで商業貨物や国際郵便物の検査、旅具検査等において、不正薬物の摘発に大きく貢献して
います。

国際郵便物の検査 旅客手荷物の検査

国際郵便物の検査

監視艇による海上パトロール

商業貨物の検査

外国貿易船の船内検査

輸入貨物の検査
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安全・安心な社会の実現
輸出入が禁止・規制されている物品

輸入が禁止されている物品

● 覚醒剤、大麻、あへん、麻薬（コカイン、MDMA等）、向精神薬、
指定薬物（いわゆる危険ドラッグ）等の不正薬物

● 拳銃及び弾、拳銃部品
● 爆発物、火薬類、 化学兵器原材料、炭疽菌等の病原体
● 通貨、証券、クレジットカードの偽造品
● わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノ等
● 偽ブランド品、海賊版等の知的財産を侵害する物品

● 覚醒剤、大麻、あへん、麻薬、向精神薬等の不正薬物
● 児童ポルノ
● 偽ブランド品、海賊版等の知的財産を侵害する物品

輸出が禁止されている物品

● 刀剣類（銃砲刀剣類所持等取締法等）
● 絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品

（ワシントン条約）
● 果物や切花、野菜（植物防疫法）
● 生肉や乾燥肉、ハム（家畜伝染病予防法）
● 大麻の種子（輸入貿易管理令）

※発芽能力のある大麻の種子は輸入できません

輸出入が規制されている物品の例

ワシントン条約該当物品

※指定薬物（危険ドラッグ）

大麻草 大麻リキッド

知的財産侵害物品MDMA

(公財)麻薬・覚せい剤
乱用防止センター

覚醒剤

※ 中枢神経系の興奮・抑制・幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生
する恐れがあるとして、厚生労働大臣が指定する薬物。
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密輸摘発事例（横浜税関摘発分）

安全・安心な社会の実現

大型X線検査装置について

大型X線検査装置は、物流を阻害しないようコンテナ内
にある貨物を取り出すことなく検査する目的で開発さ
れたもので、2001年（平成13年）に横浜港に導入され
て以来、これまでに全国の主要な港16ｹ所に配備されて

います。
従来のX線検査装置では困難であった大型の貨物や
開披することが困難な貨物の検査が可能になるなど、
正確性と迅速性を両立し、密輸の摘発と検査効率の
飛躍的な向上に繋がっています。

ドイツ連邦共和国から到着した国際郵便物から、菓子袋
等に隠匿されたMDMA合計約2,000錠を発見・摘発
（令和4年1月、2月）

菓子袋等に隠匿されたMDMAを摘発

カナダ来海上貨物から大麻草を摘発
カナダ来海上貨物（木質ペレット）内に隠匿された大麻
約300㎏を発見・摘発
（令和4年1月）

工具箱の中に隠匿された覚醒剤を摘発
アメリカ合衆国から到着した国際郵便物から、工具箱の
中に隠匿された覚醒剤約900gを発見・摘発
（令和4年10月）

スイスから到着した国際郵便物から、組立式オットマンに
隠匿された麻薬（ケタミン）約3㎏を発見・摘発
（令和4年6月）

組立式オットマンに隠匿された麻薬を摘発
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国際郵便物に隠匿されたLSDを摘発

オランダ王国から到着した国際郵便物から、LSD4枚
（2,000区分）を発見・摘発
（令和3年7月）



不正薬物の摘発実績（全国・横浜税関）

（注） １.令和元年は、平成 31 年１月から令和元年 12 月を示す。
２.税関が摘発した密輸入事犯のほか、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。
３.覚醒剤は、覚醒剤及び覚醒剤原料の合計。大麻は、大麻草、大麻樹脂のほか、大麻リキッド・大麻菓子等の大麻製品の合計。

MDMA 等は、MDMA、MDA 及び MDE の合計。
４．その他の麻薬にはケタミン・ＬＳＤ等が含まれる。
５.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の一回分使用量をもとに換算し、合計したものである。
（覚醒剤：0.03ｇ、大麻草：0.5ｇ、大麻樹脂：0.1ｇ、あへん：0.3ｇ、ヘロイン：0.01ｇ、コカイン：0.03ｇ、MDMA 等及び向精神薬：1 錠）
６.端数処理のため数値が合わないことがある。
７.数量の表記について、「0」とは 500ｇまたは 500 錠未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。
７.令和 3 年の数値は速報値である。

安全・安心な社会の実現
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年

種類
平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（速報値） 前年比
全国 横浜 全国 横浜 全国 横浜 全国 横浜 全国 横浜 全国 横浜

覚醒剤 件 169 40 425 31 72 14 95 13 300 33 316% 254%
kg 1,159 183 2,587 58 811 301 1,014 472 567 56 56% 12%

大 麻 件 218 97 242 127 204 99 199 94 148 35 74% 37%
kg 156 10 82 34 126 23 153 29 431 303 282% 10.6倍

あへん 件 - - - - - - 1 - - - 全減 -
kg - - - - - - 4 - - - 全減 -

麻 薬
件 225 143 209 125 167 95 233 143 232 81 100% 57%
kg 161 121 656 2 822 781 61 14 131 24 216% 170%

千錠 32 20 61 1 90 18 133 73 78 39 59% 54%

ヘロイン 件 8 7 5 2 2 1 - - - - - -
kg 1 0 17 0 0 0 - - - - - -

コカイン 件 58 27 52 11 27 8 34 14 28 4 82% 29%
kg 153 116 638 2 820 781 14 0 48 1 331% 211%

MDMA等
件 59 44 67 53 74 43 81 44 96 38 119% 86%
kg 5 5 0 0 2 0 30 10 46 11 152％ 108％

千錠 32 20 61 1 90 17 130 71 78 39 60% 56%

その他麻薬
件 100 65 85 59 64 43 118 85 108 39 92% 46%
kg 2 0 0 0 1 0 16 4 37 12 233％ 349％

千錠 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4％ 0％

向精神薬
件 38 30 6 - 2 1 6 1 16 3 267% 300%
kg 0 - - - - - 0 - 0 0 403％ 全増

千錠 26 18 0 - 1 1 1 0 2 - 119% 全減

指定薬物 件 221 126 165 97 300 234 302 231 348 267 115％ 116%
kg 17 9 14 4 169 161 19 10 17 5 87％ 53%

合 計
件 871 436 1,047 380 745 443 836 482 1,044 419 125% 87%
kg 1,493 323 3,339 99 1,928 1,267 1,251 525 1,147 389 92% 74%

千錠 58 38 61 1 91 19 134 73 80 39 59% 54%
（参考）使用回数 万回 4,427 - 10,957 - 5,530 - 3,577 - 2,239 - 63% -

令和４年における不正薬物の摘発状況（全国）

令和４年における不正薬物の摘発状況（横浜税関）

○不正薬物全体の摘発件数は1,044件（前年比25％増）と増加し、押収量は約1,147kg（前年比8％減）と
減少した。不正薬物全体の押収量は７年連続で１トンを超え、極めて深刻な状況
○覚醒剤は、摘発件数が300件（前年比約3.2倍）、押収量は約567㎏（前年比44％減）であった
○大麻草の摘発件数は55件（前年比41％減）と減少したが、押収量は約315kg（前年比約14.5倍）と大幅
に増加

○不正薬物全体の摘発件数は419件（前年比13％減、全国の約４割）と、３年連続で400件を超えた
○押収量は約389kg（前年比26％減）と減少したものの、３年連続で300kgを超え、依然として深刻な状況
○覚醒剤の摘発件数は33件（前年比約2.5倍）と増加し、押収量は約56㎏（前年比88％減）と減少した
○大麻草の摘発件数は21件（前年比58%減）と減少し、押収量は約302 ㎏ （前年比105倍）と大幅に増加
○川崎外郵出張所における摘発件数は407件であり、全国の不正薬物摘発件数の約４割を占めた



知的財産とは、発明（特許権）・デザイン（意匠権）・マーク（商標権）・映画や音楽（著作権）など知的創作活動の
成果を保護する「知的財産権」と、不正競争の防止により保護される「事業者の営業上の利益」の総称です。

税関による偽ブランド品や海賊版等の知的財産侵害物品の取締りは、健全な経済活動の維持・発展
や消費者保護のために行われています。他人の技術・信用にただ乗りした安全基準を満たさない製
品やニセ医薬品などの流入を水際で阻止することで消費者の健康や安全を確保し、安価な材料を使
用して高価なブランド品に見せかけることで得た利益などが犯罪組織の資金源となることを絶つこ
とにより社会の治安維持に貢献しています。

知的財産侵害物品の取締り

偽ブランド品

不正輸出に対する取締り

廃棄物の不正輸出の取締り

税関では、武器・大量破壊兵器等の不正輸出に
対する水際取締りを行い、国際的な平和及び安
全の維持に貢献しています。

武器・大量破壊兵器等の不正輸出の取締り

盗難自動車の不正輸出が社会的な問題となって
いる中、税関では盗難自動車の不正輸出に対す
る水際取締りの強化に取り組んでいます。

盗難自動車等の不正輸出の取締り

税関では、有害廃棄物等の国境を越える移動
を監視し、廃棄物等によってもたらされる危
険から世界の人々の健康を守り、環境保護に
貢献しています。

解体後コンテナ詰め
された盗難自動車

上段：差止件数、下段：差止点数輸入差止実績の推移

安全・安心な社会の実現

オリンピック・パラリンピック
関連物品

医薬品・化粧品

切断された盗難自動車

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 前年比

全国 26,005 23,934 30,305 28,270 26,942 95.3%
929,675 1,018,880 589,219 819,411 882,647 107.7%

横浜税関 6,064 9,595 13,222 11,083 10,397 93.8%
46,558 64,001 83,001 87,589 56,043 64.0%

08

偽サッカーユニフォーム

税関が差止めた様々な知的財産侵害物品

有害物質である鉛
が含まれる廃基板

有害物質である鉛が
含まれるバッテリー



適正かつ公平な関税等の徴収

貨物を輸出または輸入しようとするときには、税関に申告し、その許可を受ける必要があります。こ
れを一般に「通関手続」といいます。税関では、輸出入申告が正しく行われているかどうかを審査
し、必要に応じて貨物の検査を行い、輸入貨物については、定められた関税や消費税等が納税されて
いること等を確認した後に輸入を許可しています。
また、検査においては申告どおりの貨物かどうかについて、外見的なチェックのほか、必要に応じて
最新の機器を使用して科学的な分析も行っています。

現在、輸出入申告の約99％
が官民が共同で利用する輸
出入・港湾関連情報処理シ
ステム（NACCS）を利用し
てオンライン処理されてい
ます。NACCSは、海上・航
空貨物に関する税関手続の
ほか、民間業務に関する機
能も備えており、関係省庁
や貿易関係業会に広く利用
されています。これにより、
船舶入出港、輸出入申告、
関税等の納付に関する税関
手続や関係省庁手続の電子
化・ペーパーレス化が実現
し、適正・迅速な処理に大
きく寄与しています。

輸出入貨物の通関・課税

通関手続と貨物の流れ

輸出

輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）のご紹介

保 税 地 域

出

荷

搬 入輸出貨物

関
税
等
の
納
付

審

査

輸
出
申
告

※

他
法
令
手
続

検

査

輸
出
許
可

船
積
・
搭
載

保 税 地 域

船
卸
・
取
卸

搬 入

審

査

輸
入
申
告

※

他
法
令
手
続

検

査

輸
入
許
可

貨
物
引
取
り

搬 出

搬 出

輸入

※ 貨物によっては、
外為法、植物防疫法、
食品衛生法、家畜伝
染予防法など関税関
係法令以外の手続き
が必要な場合もあり
ます。
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イラスト出典：NACCSセンターHP

※NACCS（Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System ）



適正かつ公平な関税等の徴収
関税等の徴収

（単位：億円）

輸入事後調査の実施

税関は、貨物の輸入通関後に輸入者の事業所を個別に訪問し、輸入された貨物に係る納税申告が適
正に行われたか否かについて、事後的な確認を行っています。確認の結果、不適正な申告があった
場合には、これを是正するとともに、輸入者に対する申告指導を行いながら適正かつ公平な関税等
の徴収を確保しています。

税関は、輸入品（海上・航空貨物、国際郵便物、海外旅行者の携帯品など）に課税する関税のほか、
消費税、酒税、たばこ税、揮発油税等や開港に入港する外国貿易船に課税されるとん税・特別とん
税なども適正かつ公平に徴収しています。令和３年度に全国の税関が収納した関税・消費税等は約
11.2兆円であり、税関は我が国の国税収入の約15.5％に相当する関税等の徴収機関としても重要な
役割を担っています。

全 国 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
構成比

関税 10,241 10,711 9,412 8,195 8,934 8.0%
とん税及び特別とん税 222 231 229 207 211 0.2%
消費税及び地方消費税 61,900 66,228 69,110 70,062 88,831 79.6%
その他内国消費税 13,624 13,819 13,678 12,845 13,685 12.3%
合計 85,988 90,988 92,429 91,309 111,661 100.0%
国の税収に対する比率 13.8% 14.2% 14.9% 14.1% 15.5％ -

横浜税関 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 構成比
関税 1,792 1,793 1,565 1,332 1,498 8.6%
とん税及び特別とん税 70 75 75 68 70 0.4%
消費税及び地方消費税 10,528 11,627 12,208 11,003 15,329 87.6%
その他内国消費税 404 430 517 454 605 3.5%
合計 12,794 13,925 14,366 12,857 17,502 100.0%
全国比 14.9% 15.3% 15.5% 14.1% 15.7% -

（注）事務年度とは当該年の７月から翌年の６月までの期間のこと
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輸入事後調査状況（全国） 令和2事務年度 令和３事務年度 対前年度比

調査を行った輸入者 ① 715者 1,484者 207.6％

申告漏れ等のあった輸入者 ② 600者 1,118者 186.3％

申告漏れ等の割合 ②／① 83.9% 75.3％ －

申告漏れ等に係る課税価格 630億6,743万円 591億920万円 93.7％

追徴税額

関 税 9億6,109万円 7億2,200万円 75.1％

内国消費税 53億8,855万円 55億4,024万円 102.8％

加算税 3億4,751万円 1億9,336万円 55.6％

合 計 66億9,715万円 64億5,560万円 96.4％



EPA※1（経済連携協定）とは、２以上の国（又は地域）の間で、物品とサービスの自由化、人の移
動や投資、政府調達及び二国間協力等を含めて締結される包括的な協定をいいます。
EPA締結国の原産品である貨物を我が国に輸入する場合、EPAによって関税の撤廃・引下げの対象
となっている品目は、一般の関税率よりも低い、EPA特恵税率の適用が可能になります。

貿易円滑化の推進
ＡＥＯ（Authorized Economic Operator ）制度

ＥＰＡ（経済連携協定）

日シンガポール経済連携協定
日メキシコ経済連携協定
日マレーシア経済連携協定
日チリ経済連携協定
日タイ経済連携協定
日インドネシア経済連携協定
日ブルネイ経済連携協定
日アセアン包括的経済連携協定
日フィリピン経済連携協定
日スイス経済連携協定

日ベトナム経済連携協定
日インド包括的経済連携協定
日ペルー経済連携協定
日オーストラリア経済連携協定
日モンゴル経済連携協定
TPP11協定（CPTPP）※2

日EU経済連携協定
日米貿易協定
日英経済連携協定
RCEP協定※3

（2002）
（2005）
（2006）
（2007）
（2007）
（2008）
（2008）
（2008）
（2008）
（2009）

（2009）
（2011）
（2012）
（2015）
（2016）
（2018）
（2019）
（2020）
（2021）
（2022）

日本のEPA等発効状況

2001年に発生した米国の同時多発テロ事件以降、国際貿易における安全確保と貿易の円滑化を両立
させることが世界的な課題として認識され、貨物管理や法令遵守体制が整備された貿易関連事業者
を税関が認定し、国際物流に係る特例措置を認める「AEO制度」が国際的に推進されています。我
が国においても以下のとおり、民間企業に特例措置を認め、パートナーシップを構築していくこと
により国際貿易におけるセキュリティの確保と貿易の円滑化に取り組んでいます。

対
象

輸出者 倉庫業者 通関業者 運送者輸入者 製造者

要
件

貨物のセキュリティ管理と法令遵守（コンプライアンス）の体制整備

特
例
措
置
の
概
要

○貨物到着前の輸
入申告及び許可
○審査・検査の軽
減
○納税申告前の貨
物の引取

○輸出許可を受
けるための保税
地域への貨物搬
入が不要
○審査・検査の
軽減

○届出により保税
蔵置場を設置する
ことが可能
○検査の軽減
○保税蔵置場許可
手数料の免除

○納税申告前の貨
物の引取
○AEO運送者の運
送を前提として、
保税地域以外の場
所にある貨物につ
いて輸出許可を受
けることが可能

○保税運送につ
いて個々の承認
が不要

○製造貨物を他の
輸出者が輸出する
際に、輸出許可を
受けるための保税
地域への貨物搬入
が不要

輸出入申告官署の自由化
貨物の輸出入申告は、貨物が蔵置されている場所を管轄する税関官署に対して行うことを原則としています
が、平成29年10月8日以降、AEO事業者（AEO輸出者、AEO輸入者、AEO通関業者）については、いずれの
税関官署においても輸出入申告を行うことが可能となりました。
この制度の実施により、AEO事業者においては、輸出入申告を行うことができる官署の選択肢が広がり、
輸出入に係る事務の効率化やコスト削減が可能となり、貿易の円滑化に資することが期待されます。
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※1  EPA：Economic Partnership Agreement

※2 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 ※3 地域的な包括的経済連携協定

EPA等交渉の状況や具体的な締約国は、
下記URLまたは右のQRコードのリンク先でご確認ください。
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/torikumi.htm
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貿易統計

横浜税関管内の貿易額（令和4年）

横浜税関管内 港別 貿易概況（令和4年）

税関では、輸出入通関データをもとに貿易統計を作成し、毎月公表しています。
貿易統計は、我が国の経済実態を示す重要なデータのひとつで、国の政策や企業の経済活動のための
資料として広く活用されています。

単位：億円

凡
例

輸出額｜輸入額

輸出品 輸入品

海港

空港

ｲﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾞﾎﾟ

金属製品 航空機類

魚介類・同調製品 原動機

原動機 重電機器

原動機 石炭

船舶 液化天然ガス

金属製品 鉄鋼

ゴム製品 原油・粗油

電池 液化天然ガス

石油製品 石油製品

電池 石炭

医薬品 金属鉱・くず

音響・映像機器の部分品 有機化合物

医薬品 医薬品

科学光学機器 プラスチック

プラスチック 飲料

自動車 液化天然ガス

有機化合物 原油・粗油

鉄鋼 肉類・同調製品

自動車 自動車

船舶 魚介類・同調製品

有機化合物 船舶類

魚介類・同調製品 魚介類・同調製品

船舶 動物性原材料

金属鉱・くず 石炭

紙類・同製品 穀物・同調製品

鉄鋼 木製品・コルク製品（除家具）

自動車 石炭

建設用・鉱山用機械 自動車

荷役機械 液化天然ガス

荷役機械 酪農品・鳥卵

精油・香料・化粧品類 無機化合物

電気回路等の機器 魚介類・同調製品

鉄鋼 石炭

有機化合物 原油・粗油

プラスチック 金属鉱・くず

石油製品 原油・粗油

鉄鋼 液化天然ガス

有機化合物 石油製品

鉄鋼 液化天然ガス

自動車 石炭

金属鉱・くず 金属鉱・くず

自動車 原油・粗油

自動車の部分品 非鉄金属

原動機 有機化合物

非鉄金属 金属鉱・くず

プラスチック 液化天然ガス

貿易額の推移（平成25年～令和4年）

輸出額 13兆7,706億円（全国比14.0%）
輸入額 23兆3,375億円（全国比19.8%）
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（注）令和4年は確々報値、その他は確定値による。

1 
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航空機類



お問合せ窓口のご案内
横浜税関では、海外との商取引、個人輸入、国際郵便物などに関する税関手続きのご相談等を受け
付ける各種窓口を設置しています。

税関手続全般 及び 返還証券に関するお問合せ
一般的な通関手続きなどに関するお問合せについて、面談・電話によるほか、メールでのご相談も
受け付けています。また、終戦後、海外からの引揚者の方々から全国の税関がお預かりしている通
貨や証券等の返還に関するお問合せも受け付けています。

業務部 税関相談官室
TEL 045-212-6000 E-MAIL yok-sodan@customs.go.jp

品目分類、原産地認定、関税評価、減免税に関するお問合せ

輸入貨物に係る品目分類、適用税率（EPAに係るものを
除く）等に関するご相談にお答えします。

業務部 関税鑑査官
TEL 045-212-6156
E-MAIL yok-kansakan@customs.go.jp

原産地認定及び一般特恵税率・経済連携協定（EPA）税率
の適用等に関するご相談にお答えします。

業務部 原産地調査官
TEL 045-212-6174
E-MAIL yok-gensanchi@customs.go.jp

課税価格の考え方、計算方法等についてお答えします。
包括評価申告に関するご相談についてもお答えします。

業務部 関税評価官
TEL 045-212-6139
E-MAIL yok-hyoka@customs.go.jp

品目分類、原産地認定、関税評価、減免税に関するお問合せは、一層の正確性を期すため文書による事前教示制度のご利用をお薦めしま
す。照会様式（C-1000、C-1000-2、C-1000-6、Ｃ-1000-22）は、税関ホームページからも入手（ダウンロード）できます。文書による
回答内容は、全国の税関で有効となります。照会様式のＨＰアドレス：http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C.htm

その他のお問合せ
税関のホームページでは各種のご照会に対する回答例を「カスタムスアンサー」のコーナーに掲載しています。
パソコン版 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.htm
携帯版 http://www.customs.go.jp/i/c-answer/

業務部 通関総括第３部門
TEL 045-212-6153
E-MAIL yok-gyomutuso@customs.go.jp

輸入貨物に係る減免税等に関するご相談にお答えします。

別送品に関するお問合せ
別送品（海外引越貨物等）に関することにお答えします。
監視部 別送品通関部門 TEL 045-625-5042
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国際郵便物に関するお問合せ
外国から国際郵便を利用して送られた又は送られてきた郵便物に関するお問合せにお答えします。
また、日本から外国に送られる郵便物の手続きに関するお問合せにもお答えします。

【ご注意】 川崎外郵出張所では、ＥＭＳ（国際スピード郵便）の取扱いはございませんのでご留意ください。

川崎外郵出張所（川崎市川崎区東扇島88 日本郵便（株）川崎東郵便局５階）
TEL 044-270-5780 E-MAIL yok-gaiyu@customs.go.jp



税関広報広聴室からのお知らせ

密輸防止・薬物乱用防止キャンペーン

横浜税関は、不正薬物や銃器等の水際取締りのほか、更なる安全・安心な社会作りに貢献するため
覚醒剤、麻薬等の乱用防止に向けた啓蒙活動にも取り組んでいます。

横浜税関は、各取締機関や関係団体と合同で、イベント会場や街頭などにおいて、密輸防止・
不正薬物乱用防止キャンペーンを実施し、麻薬探知犬のデモンストレーションや官公庁艇パ
レード等を通じて、薬物乱用防止の啓蒙や密輸に関する情報提供依頼を行っています。

官公庁艇パレード

横浜税関資料展示室『ク
イーンのひろば』には、外
国人に対応した音声ガイダ
ンス、過去の密輸摘発事例、
知的財産を侵害した偽ブラ
ンド品やワシントン条約に
該当するはく製・標本等の
実物展示に加え、税関が検
査に使っている金属探知機
等を用いて隠されたものを
探す「税関おしごと体験
コーナー」が設置されてい
ます。

横浜税関資料展示室（クイーンのひろば）のご案内

横浜税関 資料展示室
クイーンのひろば

開館時間：10時～16時 入館無料
休 館 日 ： 年末年始、施設点検日
※詳細は横浜税関ＨＰをご参照ください。

[見学等に関するご照会先]
横浜税関 税関広報広聴室

TEL 
FAX   045-212-5535
E-Mail yok-zeikan@customs.go.jp

○ 横浜駅東口バス乗り場から
横浜市営バス 26系統「横浜税関前」下車 徒歩0分

○ みなとみらい線「日本大通り」駅下車徒歩3分
○ ＪＲ京浜東北・根岸線／市営地下鉄

「関内」駅下車徒歩15分
（見学者用の駐車場はございません。）

入口でカスタム君がお待ちしています！

クイーンのひろばへのアクセス

薬物乱用防止キャンペーン（税関ブース）

麻薬探知犬デモンストレーション

密輸防止街頭キャンペーン

045-212-6053
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横浜税関管内官署所在地・電話番号
〒231-8401 神奈川県横浜市中区海岸通 1-1（税関広報広聴室）
〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40 株式会社とちぎ産業交流センター3階
〒230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭 15
〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭 2
〒219-8799 神奈川県川崎市川崎区東扇島 88  日本郵便㈱川崎東郵便局 5 階

〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港 3-1-3  仙台港国際ビジネスサポートセンター 5階
〒985-0011 宮城県塩釜市貞山通 3-4-1  塩釜港湾合同庁舎2階
〒986-0845 宮城県石巻市中島町15-2 石巻港湾合同庁舎3階
〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎3階

〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港国際線ターミナルビル内

横浜税関 本関
宇都宮出張所
大黒埠頭出張所
本牧埠頭出張所
川崎外郵出張所

仙台塩釜税関支署
（塩釜事務所）

石巻出張所
気仙沼出張所

小名浜税関支署
相馬出張所
福島空港出張所

鹿島税関支署
日立出張所
つくば出張所
茨城空港出張所

千葉税関支署
船橋市川出張所
木更津出張所
姉崎出張所
銚子監視署

川崎税関支署
（東扇島事務所）

横須賀税関支署
三崎監視署

045-212-6053
028-670-6521
045-506-8303
045-625-5005
044-270-5780

022-259-4306
022-362-5271
0225-22-4649
0226-23-1023

0246-92-5151
0244-38-6130
0247-57-1133

0299-92-2558
0294-52-2128
029-852-0231
0299-54-0471
043-241-6452
047-432-5312
0438-25-6781
0436-61-0750
0479-22-2479

044-266-5621
044-287-6195
046-861-1281
046-881-6641

〒971-8101 福島県いわき市小名浜字船引場 19  小名浜地方合同庁舎内
〒976-0022 福島県相馬市尾浜字札ノ沢 10-1
〒963-6304 福島県石川郡玉川村大字北須釜字はばき田 21 福島空港旅客ターミナルビル内

〒314-0103 茨城県神栖市東深芝 9  鹿島港湾合同庁舎内
〒319-1222 茨城県日立市久慈町 1-3-13
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-12-1  筑波地方合同庁舎3階
〒311-3416 茨城県小美玉市与沢1601-55 旅客ターミナルビル１階
〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-12-2  千葉港湾合同庁舎内
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町 32-5  船橋港湾合同庁舎内
〒292-0831 千葉県木更津市富士見 2-4-14  木更津地方合同庁舎内
〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 18-1
〒288-0001 千葉県銚子市川口町 2-6431  銚子港湾合同庁舎内

〒237-0071 神奈川県横須賀市田浦港町無番地 横須賀港湾合同庁舎内
〒238-0243 神奈川県三浦市三崎 5-245-7  三浦市三崎水産物地方卸売市場 管理棟 4 階

横浜税関管内官署所在地・電話番号

このパンフレットは非売品であり、無断複写（コピー）・転載は著作権法上の例外を除き禁じられています 2023.7

拳銃・麻薬などの密輸情報 の提供に ご協力ください

E-mail:yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp公衆電話・携帯電話からもかけられます

密輸情報フリーダイヤル 0120-４６１-９６１
シ ロ イ ク ロ イ

税関に関する最新の情報は横浜税関ホームページをご覧ください

横浜税関ホームページ https://www.customs.go.jp/yokohama

仙台空港税関支署 022-383-2390

〒210-0865 神奈川県川崎市川崎区千鳥町 11-1
〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島 38-1  川崎市港湾振興会館内

横浜税関職員募集のお知らせ

【お問い合わせ先】 総務部人事課 TEL：045-212-6020 E-mail：yok-jinji-1@customs.go.jp

横浜税関では、新規職員・任期付職員等を募集しています。
採用に関するご照会や採用パンフレット等のご請求も
受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
また、採用イベント情報等を随時掲載していますので、
ぜひ採用ホームページもご覧ください。

横浜税関 採用 検索
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